
○志賀町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則 

平成17年９月１日 

規則第66号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、志賀町心身障害者医療費の助成に関する条例（平成17年志賀町

条例第124号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとす

る。 

（社会保険法） 

第２条 条例第２条に規定する社会保険法とは、次に掲げる法律をいう。 

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

(2) 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

(3) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

(5) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

（受給者証の交付等） 

第３条 条例第２条に規定する受給資格者は、心身障害者医療費受給者証交付申請書

（様式第１号）を町長に提出し、医療費受給者証（様式第２号。以下「受給者証」

という。）の交付を受けるものとする。 

（受給者証の更新） 

第４条 受給者証は、毎年８月１日に更新する。 

（受給者証の返還） 

第５条 受給資格者がその資格を喪失したときは、直ちに受給者証を町長に返還しな

ければならない。 

（受給者証の再交付） 

第６条 受給資格者が受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、医療費受給者証再

交付申請書（様式第３号）を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができ

る。 

（助成の方法） 

第７条 条例第５条第１項の規定により心身障害者医療費の助成を受けようとする場



合は、心障医療費支給申請書（様式第４号）を町長に提出するものとする。この場

合において、国民健康保険法又は社会保険法の規定により療養費の支給を受けた当

該療養費の支払額を証する書類を併せて提出しなければならない。 

２ 条例第５条第２項の規定により心身障害者医療費の助成を受けようとする医療機

関等は、医療費請求書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は前項の第１項及び第２項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当

該申請に係る助成の額を決定し、速やかに申請者に支払うものとする。 

（届出） 

第８条 条例第２条第１項に規定する受給資格者は、氏名、住所その他保険証又は組

合員証の記載内容に変更があるときは、医療費受給資格変更届（様式第６号）を町

長に提出しなければならない。 

２ 条例第８条に規定する給付事由が第三者行為によるものであるときは、第三者行

為傷病届（様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の志賀町心身障害者医療費の助成に関

する条例施行規則（平成15年志賀町規則第４号）又は富来町心身障害者医療費給付

に関する条例施行規則（昭和49年富来町規則第６号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成20年４月１日規則第６号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月19日規則第９号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年７月10日規則第20号） 

この規則は、平成29年７月18日から施行する。 



附 則（令和２年10月１日規則第24号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条ただし書きを削る改正規定及

び第７条を削る改正規定は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

 


